
 

 

                    

 

平成 24 年 11 月 27 日 

各  位 

株式会社 宮崎銀行 

 

投資信託の最低購入金額の引き下げについて 

～毎月 5千円から積立投信が可能になります！～ 

 

株式会社宮崎銀行（頭取 小池 光一）は、お客さまの多様化するニーズにお応えしていくため、 

平成 24 年 12 月 3日から、投資信託の最低購入金額を下記のとおり引き下げます。 

特に「みやぎんの投信自動積立プラン（とむとむ投信）」では、お客さまのご計画にあわせて、

月々5千円から無理なく積立を始めることができるため、世界の多様な資産を対象に毎月    

コツコツと長期的な資産形成を図ることが可能になります。 

 

記 

 

１．内容 

 （１）最低購入金額 

     5,000 円（従来は 10,000 円） 

 （２）対象銘柄（詳細は、下表の通り） 

     窓口で販売を行う銘柄のうち、「分配金再投資（累積投資）コース」のみ 

銘柄名 【愛称】 コース名

ブラジル・ボンド・オープン (毎月決算型)

三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン　【夢実月】

財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）　【財産３分法】

インデックスファンド２２５

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　【ワールドサポーター】

ダイワ・バリュー株・オープン　【底力】

ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ新成長国債券プラス　【ブルーオーシャン】

世界ソブリン債券インカムオープン　【夢逢月】

ニッセイ日本インカムオープン　【Ｊボンド】

世界ソブリン債券・日本株ファンド　【夢航路】

PRU アメリカ中期社債ファンド

ユーロランド・ソブリン・インカム・オープン

グローバル・リート・セレクション

ニッセイ高金利国債券ファンド　【スリーポイント】

グローバル・ボンド・ベーシック                          　 

世界三資産バランスファンド　【セッション】

アジア好配当株投信

野村新興国債券投信Aコース

分配金再投資（累積投資）コース

 

２．取扱開始日  平成 24 年 12 月 3日（月） 

 

３．取扱店舗   96 カ店（全営業店） 

 

以上 

 

The Miyazaki Bank, Ltd. 
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商号等
株式会社宮崎銀行（登録金融機関）

九州財務局長（登金）第５号
加入協会 日本証券業協会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《投資信託についてのご注意》 

・投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格

変動リスク、信用リスク、金利リスク、為替変動リスクなどがあります。ただし、各ファンドにより    

リスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書および目論見書補完書面を十分にお読み  

ください。 

・投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「信託財産留保額」、運用期間中は「信託報酬」     

および「その他の費用〈組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に   

要する費用、監査報酬等〉」などがかかります。ただし、これらの費用は各ファンドにより異なりますので

その金額等を表示できません。また、当該手数料の合計額についてもファンドによってまたファンドを  

保有される期間等に応じて異なりますので表示できません。これらの情報については各ファンドの    

目論見書および目論見書補完書面等を十分にお読みいただくとともに、ご不明な点は取扱店に     

お問い合わせください。 

・投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客さまに帰属します。 

・お申し込みの際は、ご購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読み   

ください。目論見書および目論見書補完書面は当行の取扱店にご用意しています。 

・投資信託は金融商品取引法第 37 条の 6 の規定に基づく書面による契約の解除（クーリングオフ）の適用は

ありません。 

・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 

・当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が  

支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものでは

ありません。 

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて   

支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに   

なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものでは     

ありません。 

・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部   

払い戻しに相当する場合があります。 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

個人金融部 尾上・橋口 TEL0985-32-8351／8350 


